令和８年度カワウ生息実態調査等業務仕様書

岩手県農林水産部水産振興課　
１　業務の目的

カワウは魚食性が強い鳥で、全国的にアユなどの捕食により、内水面漁業資源に甚大な被害をもたらしている。
　　本県においても、北上川流域や沿岸地域の河川で飛来が確認され、その数は県内において高い
水準で推移しており、また、内水面漁業関係者による独自調査によると、アユやヤマメなどの食
害の発生も見られ、本県内水面漁業資源への悪影響が懸念される状況となっている。
　本業務は、本県におけるカワウの生息実態を明らかにするとともに、収集したデータを活用し
て実効性の高いカワウ被害防止策を検討することを目的とする。
２　業務の内容
(１)　カワウ生息実態調査
(２)　ねぐら・コロニーの状況調査
３　業務実施期間
　　契約締結の日から令和９年３月４日（木）まで
４　実施基準
(１)　カワウ生息実態調査
ア　調査項目

　　飛来したカワウ個体数の計数
イ　調査対象区域
(ア)　県内の漁業権設定河川
(イ)　北上川
ウ　調査定点

(ア)　漁業権設定河川については県と協議の上、対象河川を決定すること。

(イ)　漁業権設定河川での調査にあたっては、カワウ飛来が確認できる箇所とする。
(ウ)　北上川本流での調査にあたっては、漁業権設定河川との合流点周辺とすること。
エ　調査・時期

　　　春季（５月～６月）と秋季（10月～11月）に実施すること。
(２)　ねぐら・コロニーの状況調査
ア　調査項目　

既知のねぐら・コロニーについて、規模や繁殖状況に係る情報を把握するため、カワウの個体数、営巣数等について、目視もしくは聞取り等により調査すること。
イ　調査時期
　　　　５～３月とする。ただし、コロニーにおいては、繁殖状況を把握するため、繁殖後期(７月)の調査を基本とし、飛来したカワウ個体数の計数も併せて実施すること。
５　業務の報告

(１)　業務実施期間中に委託者から現況のデータ提供を求められた場合には、任意の様式により取りまとめて提出すること。
(２)　業務が完了した時には、次により「令和８年度カワウ生息実態調査等報告書」を１部作成して委託者に提出すること。
ア　Ａ４版縦置き左綴じとし、目次、受託事項、受託期間、目的、方法、結果、考察及びカワウ被害防止対策に係る提案等について記述すること。
イ　結果については、調査データ、調査定点を地図上に示した図面及び写真等を挿入して説明すること。
６　その他

(１)　本業務の実施にあたっては、委託者の意図及び目的を十分理解し、誠実な業務の実施に努めるものとする。
(２)　本業務で得られた成果物は、委託者に帰属するものとする。
(３)　この仕様書に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。

